
 「周南市市民活動グループバンク」にご登録いただくことでご利用いただける機能をご紹介します！ 

登録条件や方法については右記QRコードよりご確認ください。新型コロナウィルス感染症の感染予防のため 

の措置をしながらの運用となります。詳細は周南市市民活動支援センターまでお問合せください。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ち合わせや 

会議をしたい！ 

イベント情報や 

助成金の情報を 

知りたい！ 

イベントチラシや

総 会 資 料 を  

作 成 したい！  

活動やイベントに 

ついて多くの方に 

知ってほしい！ 

ワーキングコーナー 

展示物を団体に自由にご作成

いただき1カ月程度、当センター

内で展示していただけます。

活動やイベントのPRにご活用

ください！ 

 

グループバンクに登録するとなにができるの？ 

1 スペース 6 名程度で利用でき、大人数の

場合 2 スペースを合わせてご利用いただく

こともできます。予約利用も可能です 

（最大利用時間は1度の申請で4時間まで） 

座談会や小規模の講座などにもご利用

いただけます。 

イベントや会員募集のチラシを

ご持参いただければ当センター内

に掲示・設置いたします。 

 

徳山駅前図書館 1F 共有

スペースを使用し、講座、

体験などお好きなかたち

で PR ができます。 

定期展示 

駅前賑わい 

オープントーク チラシ掲示・設置 

市民活動関連の資料作りなどのためのスペース

です。各機器にマニュアルを備え付けています。

機器の操作方法で不明な点がある際には支援

センター職員へお気軽にお尋ねください！ 

（☆「支援センター紹介②」に使い方や機器の 

紹介を掲載しています！ぜひご覧ください。） 

メルマガ・情報誌への掲載 

当センターのメールマガジン

と情報誌「情報ひろば」への

掲載も可能です。 

（掲載を希望する際は毎月10日

までに情報をご提供ください） 

支 援センター紹介① 

メルマガ配信・助成金情報コーナー 

交流コーナー 

毎月 2 回、助成金情報とイベント情報を

配信しています。支援センター内には助成金

情報をまとめたコーナーもあり情報収集に

ご活用いただけます 

（※助成金情報コーナーはグループバンクに登録

されてない方もご自由にご覧いただけます） 



【編集・発行】                   〔発行日：２０２０年５月２６日〕 

周南市市民活動支援センター 
〒７４５-００３４ 周南市御幸通２丁目２８番２ 徳山駅前賑わい交流施設３F 

TEL：(０８３４)３２－２２００ ／FAX：(０８３４)３２－２２０１／Ｅメール：shiencent@city.shunan.lg. j p  

HP：インターネットの検索ページから検索！     周南市市民活動支援センター [検索]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

保険名 市民活動賠償責任保険  

問合先 周南市市民活動支援センター TEL：０８３４－32－2200 

保険掛金 周南市が負担 

対象となる 

活動 

◆地域社会活動（例：自治会活動、清掃活動、地域の行事、PTA活動等） 

◆青少年健全育成活動（例：子ども会、ボーイ・ガールスカウト等） 

◆社会福祉、社会奉仕活動（例：社会福祉施設への訪問、手話通訳等） 

◆社会教育活動（例：スポーツ・レクリエーション活動、文化活動等） 

補償内容 

◆身体賠償：1 名あたり  限度額 6,000 万円  
1 事故あたり    限度額 2 億円 
◆財物賠償：1 事故あたり  限度額 100 万円 
◆受託物賠償：1 事故当たり  限度額 100 万円 
※ 自己負担額は 1 万円 

事前手続き 不 要 
事故後手続き 20日以内の事故報告 

拡大機（モノクロ） 

■利用料 

A4原稿 1枚につき 1部70円 

A4サイズの原稿を A1サイズ 

に拡大できます。掲示ポスター

や横断幕などを手軽に作成

できます。 

 

知っておきたい市民活動賠償責任保険 

コピー機（モノクロ） 印刷機（赤黒 2色） 

市民活動賠償責任保険が適用

された事例では草刈機による事故が多く、

事故内容は小石等の飛散による物損事故

がほとんどです。 

草刈機を使用する際には周囲への

安全に対する十分な配慮を心がけ

ていただくことが必要です。 

ワーキングコーナーの使い方 支 援センター紹介② 

 市民活動の主催者（市民団体等）、市民活動に従事する人（指導者やスタッフ）又は市民活動の参加者が、 

活動中に誤って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することになった場合、その損害を 

範囲内で補償します。 

対応サイズ：A4・A3 

（他のサイズは要相談） 

■利用料：1面につき 10円 

※用紙は備え付けのものを 

ご利用いただけます 

市民活動関連の資料作りなどのためのスペースとしてご活用ください！当センターに来館、受付簿にご記入後、 

ご希望の機器をご利用いただけます。（※利用には市民活動グループバンクへのご登録が事前に必要となります） 

お 知らせ 

対応サイズ：B5、B4、A4、A3 

■利用料： 

マスター（製版）代1面につき30円 

インク代 1面につき０．５円 
（合計金額の10円未満の端数は切り捨て） 

※用紙は持参してください 

利用料無料で丁合機・断裁機・ 

紙折機・ラミネーターもご利用 

いただけます！ 

各機器の詳細や使い方に 

ついては当センター 

内に設置している 

「上手な使い方マニュアル」 

をご覧ください！ 


